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◆アピールポイント 

〇令和６年４月に「困難女性支援法」が施行されることで、性被害や

DV、生活困窮など様々な困難を抱える女性への支援の必要性がより

一層注目されています。 

〇この講座はそうした困難を抱える女性に寄り添い、支える人材を養成

することを目的とし実施するもので、全５回の講座で具体的な相談・

支援策等を学びます。 

〇令和４年度には「女性のための支援者養成講座（基礎課程）」を実施

しました。今回はその発展コースです。 

◆期間・回数 
令和５年９月 24 日（日）～令和５年 12 月 17 日（日） 

全５回（９／24 の第１回目は公開講座として実施） 

◆内容など 

≪第１回目講座概要≫ 

【日 時】令和５年９月 24 日（日）13：00～15：00 

【場 所】アイセル 21 ４階研修室 

【テーマ】DV 加害者を知る ～被害者支援の立場から～ 

【講 師】一般社団法人 アウェア 代表 山口 のり子氏 

【内 容】被害者の安全確保など、より適切な援助につなげるため、 

     DV 加害者の実像を知る。 

※全５回の内容は左記 QR コード、または以下の URL を御覧ください 

https://forumshizuoka.jp/info/5256764 

◆受講生 

市内に在住もしくは通勤している方 35 名（募集は終了しています） 

※募集人数（30 名）を超えるご応募をいただきました。ご応募いただいた

35 名全員を受講生としてお迎えし開講します。 

◆その他 

 

【第１回目講座講師 山口
や ま ぐ ち

 のり子氏 紹介】  

静岡市出身。アメリカで DV 加害者プログラムを実施するためのトレーニ

ングを受け、帰国後 2002 年に「アウェア」を開設、以来 20 年以上にわた

り DV 加害者プログラムに取り組む。 

2003 年に「デート DV」という言葉を日本で初めて使って本を出版し、若

者向け防止教育にも取り組む。DV とデート DV について講演・執筆すると

ともに、DV 加害者向け教育プログラム実施者の養成をしている。 

【問合せ】男女共同参画・人権政策課 

(静岡庁舎 15 階) 

電話 ０５４－２２１－１３４９ 

報道資料 

【養成講座に関する問合せ】 

NPO 法人男女共同参画フォーラムしずおか 

電話 ０５４－２０７－９００１ 

 


